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全国市町村における基本健康診査の事後措置と健診結果の

経年的データの利用との関連

福
フク

田
ダ

英
ヒデ

輝
キ

* 新
シン

庄
ジョウ

文
フミ

明
アキ

2* 高
タカ

鳥
トリ

毛
ゲ

敏
トシ

雄
オ

*

中
ナカ

西
ニシ

範
ノリ

幸
ユキ

* 多
タ

田
タ

羅
ラ

浩
コウ

三
ゾウ

*

目的 市町村が行う基本健康診査にひきつづいて行われる事後措置の実施と健診結果の経年的

データの利用との関連について明らかにする。

対象と方法 全国3,255市町村における老人保健事業担当課に対して老人保健法で定められた保

健事業の実績等についての質問紙調査を1999年 1 月に実施した。有効回答があった市町村は，

2,447（回収率75.2％）であった。事後措置に関する質問項目は，要医療の者に対する「受

診勧奨（必要な者全員）」，および「全員の受診確認」，要精検の者に対する「受検勧奨（必

要な者全員）」，および「全員の受検確認」，生活習慣改善指導の対象者に対する「個別健康

相談」，および「訪問指導」，要指導の者に対する「個別健康相談」，および「訪問指導」で

あった。それぞれの事後措置について，健診結果の経年的データの利用，および人口当たり

保健師数との関連について分析を行った。

結果 要医療の者，要精検の者，生活習慣改善指導の対象者，および要指導の者に対する事後措

置を実施している割合は，市町村の人口規模にかかわらず，経年的データの利用，および人

口当たりの保健師数と関連がみられた。また，経年的データを利用している市町村の割合

は，健診方式と有意な関連があり，「医療機関における個別健診」で最も小さく，「集団健診」

で最も大きかった。

結論 基本健康診査の結果にもとづいた事後措置の実施は，健診結果についての経年的データの

利用，および市町村における人口当たり保健師数と有意な関連がみられた。

Key words：事後措置，経年的データ，保健師

Ⅰ は じ め に

第 3 次国民健康づくり対策「健康日本21」は，

早世の予防，および健康寿命の延伸を目標として

おり，各市町村においては目標達成に向けて独自

の健康づくり計画がすすめられている。市民によ

る主体的な健康づくりをすすめるためには，健康

状態の客観的把握を目的とした健康診査の受診，

および健康診査の結果にもとづいて，医師，保健

師，栄養士などの専門家から個別のアドバイスが

受けられる保健指導などの事後措置の充実が不可

欠である1)。先進的な市町村は，健診受診者に対

する事後措置について，独自の工夫を行っている

ことが報告されている2)。事後措置の評価につい

ては，医療管理が必要な者における医療機関への

受診率の向上3)，高血圧の者における服薬率の向

上4)，喫煙などの不適切な生活習慣の改善5～8)な

ど，その効果を中心に多くの先行研究がなされて

いる。これらの研究の成果は，健診受診者を対象

とした長期にわたる健康管理体制を基盤として得

られており，事後措置の効果的な実施には，単年

度の健診結果を利用するだけではなく，経年的な

健診データの利用が必要であることを強く示唆し

ている。
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表１ 人口区分別にみた基本健康診査の事後措置の実施割合

総 数
(2,447)

人 口 区 分

P 値a)
1 万未満
(1,054)

1 万～3 万
未満
(760)

3 万～10万
未満
(407)

10万以上
(226)

要医療の者に対する事後措置 ％ ％ ％ ％ ％

受診勧奨（必要者全員） 78.8 85.7 81.6 69.5 54.4 ＜0.01
全員の受診確認 25.6 30.6 27.6 15.5 13.7 ＜0.01
受診勧奨と受診確認の両方実施 23.0 28.3 24.2 13.5 11.1 ＜0.01

要精検の者に対する事後措置

受検勧奨（必要者全員） 78.9 86.0 82.0 69.3 53.1 ＜0.01
全員の受検確認 34.5 40.9 35.1 25.3 19.5 ＜0.01
受検勧奨と受検確認の両方実施 30.3 36.3 30.9 21.4 16.4 ＜0.01

生活習慣改善指導の対象者に対する事後措置

個別健康相談 65.5 63.7 66.4 69.0 65.0 0.24
訪問指導 36.1 40.7 33.0 33.4 29.6 ＜0.01
個別健康相談と訪問指導の両方実施 28.7 31.6 27.1 27.0 23.9 0.04

要指導の者に対する事後措置

個別健康相談 68.4 67.1 70.5 70.5 63.3 0.11
訪問指導 34.5 40.2 29.2 32.2 29.2 ＜0.01
個別健康相談と訪問指導の両方実施 26.8 30.5 23.0 26.8 22.1 ＜0.01

（ ）内は市町村数
a)：カイ 2 乗検定
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本研究は，全国市町村を対象とした調査結果を

もとに，主体的な健康づくりを支援する事後措置

の実施と，健康診査の結果に関する経年的データ

の利用との関連を明らかにすることを目的として

実施した。

Ⅱ 対象と方法

市町村が実施する保健事業のうち，老人保健法

に定められている保健事業の1998年度分の実績に

ついての質問紙調査を1999年 1 月に実施した。調

査対象は，全国3,255市町村における老人保健事

業担当課であり，調査は郵送法にて実施した。有

効回答があった市町村は2,447であり，回収率は

75.2％であった。

本分析では，得られた回答のうち，基本健康診

査の実施状況における「基本健康診査の結果にも

とづく受診者の事後措置」について分析を行っ

た。健診後の事後措置についての項目は，要医療

の者に対する「受診勧奨（必要な者全員）」，およ

び「全員の受診確認」，要精検の者に対する「受

検勧奨（必要な者全員）」，および「全員の受検確

認」，生活習慣改善指導の対象者に対する「個別

の健康相談」，および「訪問指導」，要指導の者に

対する「個別の健康相談」，および「訪問指導」

であった。

健診受診率，および健診に対する事後措置の実

施については，市町村の総人口にもとづき「1 万

人未満」，「1 万人～3 万人未満」，「3 万人～10万

人未満」，および「10万人以上」の市町村に区分

した。

事後措置実施時における経年的な健診データの

利用については，「通常は，単年度結果のみで健

康状態を判断する」を「単年度」，「一部，経年的

データを利用している」を「一部経年」，および

「原則的に，経年的データにもとづいて指導して

いる」を「経年的」として分析を行った。

調査票にもとづき保健事業に従事する常勤換算

による保健師数を人口で除し，人口当たり保健師

数を算出した。分析においては，人口当たり保健

師数をもとに市町村が同数になるよう 3 区分し，

市町村の人口区分別に「上位 1/3」，「中位」，お

よび「下位 1/3」とした。市町村の人口区分別に
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みた人口10万人当たり保健師数は，1 万人未満に

おいては，下位 1/3 で38.9人未満，中位で38.9人

～56.8人未満，上位 1/3 で56.8人以上であった。

1 万～3 万人未満においては，下位 1/3 で21.3人

未満，中位で21.3人～29.1人未満，上位 1/3 で

29.1人以上であった。3 万～10万人未満において

は，下位 1/3 で12.4人未満，中位で12.4人～17.8

人未満，上位 1/3 で17.8人以上であった。10万人

以上においては，下位 1/3 で6.2人未満，中位で

6.2人～10.0人未満，上位 1/3 で10.0人以上であっ

た。各種の事後指導の実施割合と，「経年的デー

タの利用」，および「人口当たり保健師数区分」

との関連を独立して説明するために，多重ロジス

ティック分析を実施した。「経年的データの利

用」，および「人口当たり保健師数」は，市町村

の人口と関連しているため，「市町村の人口」に

て補正した調整オッズ比を，市町村の人口区分別

に算出した。

Ⅲ 結 果

1. 人口区分別にみた事後措置の実施状況

人口区分別にみた健康診査後の事後措置の実施

状況は，表 1 に示すとおりである。要医療の者，

および要精検の者に対する事後措置の実施割合

は，すべての項目において，人口が大きい区分の

ところほど統計的に有意に小さかった。一方，人

口区分別にみた生活習慣改善指導の対象者，およ

び要指導の者に対する事後措置の実施割合は，顕

著な差はみられなかった。

2. 健診データの利用状況別にみた事後措置の

実施状況

人口区分別，健診データの利用状況別にみた事

後措置の実施状況は，表 2 に示すとおりである。

総数における事後措置の実施割合は，すべての

項目において，「単年度」データの利用と回答し

た市町村で最も小さく，「経年的」データの利用

と回答した市町村で最も大きかった。

人口区分別にみると，いずれの人口区分の市町

村においても，事後措置の実施割合は，「単年度」

データの利用と回答した市町村で小さく，「経年

的」データの利用と回答した市町村で大きい傾向

がみられた。
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表３ 人口区分別，健診実施様式別にみた基本健康診査の経年的データの利用状況

市町村数
健診の経年的データの利用

P 値a)

単年度 一部経年的 経年的

1 万未満 ％ ％ ％

医療機関における個別健診 ( 25) 24.0 24.0 52.0 0.33
個別健診と集団健診の併用 ( 308) 12.3 24.7 63.0
集団健診 ( 689) 11.0 23.4 65.6
合 計 (1,022) 11.7 23.8 64.5

1 万～3 万未満

医療機関における個別健診 ( 52) 23.1 34.6 42.3 ＜0.01
個別健診と集団健診の併用 ( 280) 11.1 22.1 66.8
集団健診 ( 418) 8.6 22.2 69.1
合 計 ( 750) 10.5 23.1 66.4

3 万～10万未満

医療機関における個別健診 ( 77) 31.2 26.0 42.9 0.01
個別健診と集団健診の併用 ( 188) 15.4 26.6 58.0
集団健診 ( 130) 14.6 22.3 63.1
合 計 ( 395) 18.2 25.1 56.7

10万以上

医療機関における個別健診 ( 65) 46.2 24.6 29.2 ＜0.01
個別健診と集団健診の併用 ( 137) 27.0 34.3 38.7
集団健診 ( 11) 0.0 27.3 72.7
合 計 ( 213) 31.5 31.0 37.6

（ ）内は市町村数
a)：カイ 2 乗検定
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3. 健診実施様式別にみた健診データの利用

状況

人口区分別，健診実施様式別にみた健診データ

の利用状況は，表 3 に示すとおりである。いずれ

の人口区分においても，「単年度」データの利用

と回答した市町村の割合は，「医療機関における

個別健診」において最も大きく，「集団健診」に

おいて最も小さかった。一方，「経年的」データ

を利用していると回答した市町村の割合は，「医

療機関における個別健診」において最も小さく，

「集団健診」において最も大きかった。

4. 人口区分別，保健師数区分別にみた事後

措置の実施状況

人口当たり保健師数の区分別にみた事後措置の

実施状況は，表 4 に示すとおりである。

総数における事後措置の実施割合は，生活習慣

改善指導の対象者，および要指導の者に対する

「個別健康相談」を除く，すべての項目において，

保健師数が大きい区分のところほど，統計的に有

意に大きかった。

人口区分別にみると，いずれの人口区分の市町

村においても，事後措置の実施割合は，保健師数

が大きい区分のところほど大きい傾向がみられた。

5. 事後措置の実施と経年的データの利用，

および保健師数区分との関連

要医療の者に対する「受診勧奨と受診確認の両

方実施」，要精検の者に対する「受検勧奨と受検

確認の両方実施」，生活習慣改善指導の対象者に

対する「個別健康相談と訪問指導の両方実施」，

および要指導の者に対する「個別健康相談と訪問

指導の両方実施」について，それぞれの項目の

「両方実施なし」に対する調整オッズ比は，すべ

ての人口区分において，「経年的」データの利用，

および人口当たり保健師数が「上位 1/3」区分に

おいて，大きい傾向がみられた。（表 5）

Ⅳ 考 察

健康診査の結果にもとづく事後措置は，不適切
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な生活習慣の改善を促すことにより，生活習慣病

発症のリスク要因の減少に寄与していることが報

告されている。また，市町村が行う独自の取り組

みの事例については，インターネットの普及によ

り情報の蓄積，および情報の共有化が図られつつ

あるが，健康診査後に行われる事後措置の実施に

関連する要因についての研究は少なく，とくに全

国の市町村を対象とした調査研究はみられない。

健康日本21の理念にもとづく保健計画の実践

は，市民一人ひとりによる主体的な健康づくり

と，健康関連団体によるその支援が基本であると

考えられる。市民による主体的な健康づくりの実

践には，健康診査やがん検診などを通じて自分自

身の健康状態を正確に把握し，エビデンスに基づ

いた事後措置を受けることが必要である。健康診

査結果の記憶について，入江ら9)は，企業従業員

を対象として行った調査により，過去の健康診査

結果を正確に記憶していた者は，49％であったと

報告している，さらに，結果が異常である場合や

異常項目数が多い者ほど正答率が低下しやすいこ

とを示している10)。また，健康診査の結果が要指

導，あるいは要治療であった者のうち，約30％の

者が異常を全く認識していないことも報告されて

いる11)。このように，個人の健康診査結果の記憶

については，不正確なことがあるため，健康相

談，あるいは保健指導時などの事後措置の実施時

における経年的データの利用は，受診者本人にと

っては不可欠である健康相談，あるいは保健指導

などのサービス提供者にとっても，個別の健康状

態に応じた詳細なサービスを提供するために，経

年的な健診データの利用は重要である。しかしな

がら，事後措置に対する経年的データの効果に関

する研究は少なく，問診情報の積み上げにより正

確な情報が確保される12)，臨床検査値のグラフ化

により経年変化が捉らえやすくなった13)などの事

例報告がみられるにすぎない。また，経年的デー

タを利用し，事後措置の実施を促進させるために

は，職域，地域，医療機関にまたがる健康情報の

共有ネットワークの構築が考えられるが，実施主

体，費用負担，あるいは ID 管理などの大きな課

題を有していることが指摘されている14)。そのた

め，健康情報の共有ネットワークの構築は一般化

していないのが現状である。

本研究では，多重ロジスティック分析の結果，
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表５ 人口区分別にみた各種事後措置の実施と，経年的データ利用および保健師数区分との関連

1 万人未満 1 万人～3 万人未満 3万～10万人未満 10万人以上

オッズ比a)(95％信頼区間) オッズ比a)(95％信頼区間) オッズ比a)(95％信頼区間) オッズ比a)(95％信頼区間)

要医療の者に対する事後措置a)

人口当たり保健師数区分f)

下位1/3 1.00 1.00 1.00 1.00
中位 1.13(0.79– 1.62) 1.16(0.84– 1.62) 1.55(1.10–2.19) 1.62(1.15–2.30)
上位1/3 1.75(1.16– 2.65) 1.60(1.08– 2.35) 1.62(1.08–2.44) 1.46(0.97–2.20)

p for trend 0.01 0.00 0.11 0.30
経年的データの利用

単年度データ 1.00 1.00 1.00 1.00
一部経年データ 1.26(0.73– 2.15) 1.64(1.00– 2.68) 0.98(0.59–1.63) 1.05(0.62–1.76)
経年データ 1.83(1.14– 2.96) 1.91(1.23– 2.98) 1.72(1.10–2.70) 1.76(1.11–2.79)

p for trend ＜0.01 0.58 ＜0.01 0.18
要精検の者に対する事後措置c)

人口当たり保健師数区分f)

下位1/3 1.00 1.00 1.00 1.00
中位 1.33(0.85– 2.07) 1.52(1.01– 2.29) 1.08(0.70–1.65) 0.93(0.59–1.46)
上位1/3 1.92(1.23– 3.00) 2.00(1.32– 3.04) 1.87(1.22–2.87) 1.72(1.10–2.69)

p for trend 0.02 ＜0.01 0.10 0.20
経年的データの利用

単年度データ 1.00 1.00 1.00 1.00
一部経年データ 0.85(0.45– 1.61) 0.74(0.40– 1.35) 2.01(0.99–4.07) 1.46(0.71–3.01)
経年データ 1.04(0.60– 1.82) 1.21(0.72– 2.05) 2.35(1.23–4.50) 1.90(0.99–3.65)

p for trend ＜0.01 0.08 ＜0.01 0.07
生活習慣改善指導の対象者に対する事後措置d)

人口当たり保健師数区分f)

下位1/3 1.00 1.00 1.00 1.00
中位 1.42(0.66– 3.07) 0.94(0.49– 1.80) 1.23(0.67–2.27) 1.50(0.80–2.82)
上位1/3 1.88(0.83– 4.26) 1.61(0.84– 3.09) 1.49(0.80–2.78) 2.01(1.07–3.80)

p for trend 0.02 ＜0.01 0.20 0.11
経年的データの利用

単年度データ 1.00 1.00 1.00 1.00
一部経年データ 3.08(0.82–11.55) 3.94(1.41–11.03) 1.63(0.73–3.65) 1.76(0.77–4.03)
経年データ 5.02(1.48–17.06) 4.55(1.73–11.96) 2.40(1.17–4.92) 2.61(1.25–5.48)

p for trend ＜0.01 0.01 0.01 0.07
要指導の者に対する事後措置e)

人口当たり保健師数区分f)

下位1/3 1.00 1.00 1.00 1.00
中位 1.26(0.40– 3.93) 1.47(0.58– 3.75) 1.27(0.55–2.91) 0.91(0.40–2.08)
上位1/3 1.84(0.62– 5.42） 1.89(0.76– 4.74) 1.93(0.86–4.30) 1.18(0.53–2.63)

p for trend 0.07 0.01 0.03 0.72
経年的データの利用

単年度データ 1.00 1.00 1.00 1.00
一部経年データ 0.76(0.22– 2.65) 0.82(0.29– 2.30) 1.11(0.46–2.66) 1.08(0.44–2.69)
経年データ 1.88(0.67– 5.30) 2.06(0.86– 4.92) 2.00(0.90–4.44) 2.15(0.96–4.83)

p for trend ＜0.01 0.04 ＜0.01 0.05

a) 市町村の人口にて調整したオッズ比
b)「受診勧奨と受診確認の両方実施なし」に対する「受診勧奨と受診確認の両方実施あり」のオッズ比
c)「受検勧奨と受検確認の両方実施なし」に対する「受検勧奨と受検確認の両方実施あり」のオッズ比
d)「個別健康相談と訪問指導の両方実施なし」に対する「個別健康相談と訪問指導の両方実施あり」のオッズ比
e)「個別健康相談と訪問指導の両方実施なし」に対する「個別健康相談と訪問指導の両方実施あり」のオッズ比
f ) 各人口区分における10万人あたりの保健師数は，表 4 を参照
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健診結果の経年的データの利用は，事後措置の実

施と関連があることが示された。他機関と連携し

た健康情報の共有ネットワークといった大規模な

システムの構築ではなく事後措置時に経年的デー

タを利用するといった基本的な仕組みを確立して

いる市町村においてさえ，各種の事後措置の提供

が容易となる体制が構築されている可能性が示唆

された。

経年的データの利用と，健康診査の実施方法と

の間は，有意な関連がみられた。すなわち健康診

査を医療機関に委託している市町村では，集団健

診方式を実施している市町村と比較して，単年度

データを利用している割合が大きく，経年的デー

タを利用している割合が小さかった。健康診査を

医療機関に委託した場合，経年的なデータ管理の

構築が困難な現状が示されていると考えられる。

経年的データの利用は，受診者本人，またサービ

スを提供する市町村にとっても必要不可欠なこと

は前述した。また，事後指導を効率的に実施する

ためにも，経年的データの構築は重要である。健

康診査を医療機関に委託している市町村において

は，医療機関と連携を図り，さらなる経年的デー

タの管理体制の構築を促進することが期待される。

各種の事後指導の実施と有意な関連を示す要因

として，人口当たりの保健師数が選択された。人

口当たりの保健師数は，市町村の健康診査受診率

と有意な正の関連があることはすでに報告されて

いる15)。また，人口当たりの保健師数が大きい市

町村においては，老人保健給付分の医療費が小さ

いことも示されている。一定数の保健師を確保す

ることにより，積極的な保健事業が展開され，健

康診査受診率の向上をつうじて，医療費の低減が

みとめられた可能性が示唆されている16)。本研究

は，人口当たり保健師の多い市町村では，健康診

査後の事後措置の実施割合が有意に大きいことが

示された。個別の健康状態に応じたきめの細かい

事後措置を積極的に実施するためには，多くの保

健師の確保が必要であることが示唆された。事後

措置は，医療機関への早期受診，あるいは生活習

慣の改善を促すことが示されていることから，多

くの保健師を確保している市町村では，充実した

事後措置の提供を通じて疾病の罹患率や死亡率の

減少，あるいは医療費の減少などが認められる可

能性も否定できない。さらなる調査研究をすすめ

てゆきたい。

経年的データの利用，および人口当たり保健師

数は，市町村の人口規模に影響されるため，人口

規模別の分析を実施した。さらに，本研究におい

ては多変量ロジスティック分析を行ない，事後措

置の実施と関連する要因を明らかにした。その結

果，経年的データの利用，および人口当たり保健

師数は，それぞれに市町村の人口規模とは独立し

て有意な関連があることが示された。健康日本21

では，生活習慣病の発症予防をつうじて，早世の

予防，および健康寿命の延伸を目標としている。

目標達成のためには，健康診査やがん検診の受診

率の向上に加え，健康診査の結果にもとづいた事

後措置の実施が必要である。地域住民の主体的な

健康管理を支援する市町村は，地域住民に対する

継続的な健康管理を可能とする経年デー夕の管理

体制の構築，および充実した保健サービスの提供

を可能とする保健師の確保が必要であることが示

された。

（
受付 2003. 7.14
採用 2004. 1.27）
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FACTORS PROMOTING FOLLOW-UP SERVICES AFTER MEDICAL
EXAMINATIONS BY MUNICIPAL GOVERNMENTS

Hideki FUKUDA*, Fumiaki SHINSYO2*, Toshio TAKATORIGE*,
Noriyuki NAKANISHI*, and Kozo TATARA*

Key words：Follow-up services, Continuous data set, Public health nurses

Objective All Japanese municipal governments have a responsibility to conduct a medical examination
for their residents aged 40 or more under the Health Services for the Elderly Act since 1984. Ac-
cording to the results of the medical examination, municipal governments should give appropri-
ate follow up services to all users. The objective of this study was to ˆnd the factors promoting fol-
low up services after medical examinations conducted by municipal governments.

Subjects and methods Mailed questionnaire surveys on follow up services after medical examination
were sent out to all 3,255 municipal governments in Japan. The 2,447 municipal governments
that answered all items on the questionnaire were enrolled in this study. Follow-up services by
municipal government for persons with abnormal ˆndings at medical examinations included

“Suggestion to have a more detailed examination”,“Conˆrmation of having had a detailed ex-
amination”,“Individual health consultation”, and“Home visit for medical guidance”. These fol-
low-up services were analysed in terms of the number of public health nurses per population and
whether a continuous data set was maintained for medical examinations.

Results Follow-up services were conducted more frequently in municipalities that maintained continuous
data sets of medical examination than those that did not. They were also carried out more fre-
quently in municipalities with higher numbers of health visitors per population than in those with
lower numbers. The percentage of municipal governments that maintained continuous data of
medical examinations was higher among those that conducted group medical examinations than
those that conducted individual medical examinations at local medical facilities.

Conclusion Follow-up services after medical examinations by municipal governments showed a sig-
niˆcant relationship with maintenance of a continuous data set of medical examinations and the
number of public health nurses.

* Department of Social and Environmental Health, Graduate School of Medicine, Osaka
University

2* Division of Oral Health Services Research, Department of Public Health, Graduate
School of Biomedical Sciences, Nagasaki University


